
公認会計士法の改正の概要 

― 公認会計士・監査審査会発足の経緯 ― 
 

平成 12 年６月の公認会計士審査会(当時)において取りまとめられた公認会計士

制度整備に関する検討を引き継いだ金融審議会公認会計士制度部会は、平成 13 年

10 月以降、公認会計士監査制度のあり方について検討を行った。本検討は、企業

会計不正事件に対する米国政府の対応などの国際的動向も踏まえ、グローバルな

経済環境のもとにある今日の我が国の経済社会において、資本市場に対する信認

をいかに確保し、その機能を向上させるべきかという観点から行われた。 

同部会による報告では、市場の機能が十分に発揮されるためには、内部監査や監

査役（監査委員会）監査と公認会計士監査との連携をはじめとするコーポレート・

ガバナンスの充実・強化とともに、公認会計士監査を巡る制度環境の整備が必要

不可欠であるとの基本認識のもと、 

（１）公認会計士は不断の自己研鑽による専門知識の習得、高い倫理観と独立性

の保持により、監査と会計の専門家としての使命と職責を果たすべきとの観

点から、公認会計士の使命と監査の目的を法制度上明確化すること 

（２）監査の適切性を確保するため、被監査企業への非監査証明業務の同時提供

の禁止、監査法人における関与社員による継続的監査の制限、関与社員の被

監査企業への就任制限を行い、公認会計士や監査法人の独立性を強化するこ

と 

（３）協会による自主規制の限界を補完するとともに、公平性・中立性・有効性

を確保するとの観点から、協会が行っている品質管理レビューに対する行政

によるモニタリングを導入すること 

（４）我が国の経済社会において公認会計士が担うべき役割に鑑み、監査証明業

務に従事しうるにふさわしい一定水準の能力を有する監査と会計の専門家の

存在を今後とも確保していくために、公認会計士試験制度を見直し、①社会

人を含めた多様な人材にとっても受験しやすい制度とすること、②一定の要

件のもとで、実務経験者等に対して試験の一部を免除すること、③専門職大

学院との連携を図ること 

などが提言された。 

本報告を踏まえ、公認会計士法の一部を改正する法律案が平成15年の第156回国

会に提出され、国会の審議を経て、同年５月に改正公認会計士法が成立し、平成

16 年４月に金融庁に従前の公認会計士審査会を改組・拡充して「公認会計士・監査

審査会」が設置された。 
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（参考）組織の沿革 

上記の経緯により、平成 16年４月に「公認会計士・監査審査会」が設置されたが、そ

の沿革は公認会計士法が施行された昭和 23年まで遡る。 

まず、昭和 23 年８月の公認会計士法施行により、公認会計士試験の実施及び公認会

計士等の監督のための行政委員会として「会計士管理委員会」が設置された。 

次に、昭和 24 年６月にはこの委員会が廃止されて、その所掌事務は大蔵省に移され、

大蔵大臣の諮問機関としての「公認会計士審査会」が設けられた。 

その後、昭和 25 年４月にはこの審査会が廃止されて、公認会計士試験の実施及び公

認会計士等の監督のために大蔵省の外局である行政委員会として「公認会計士管理委員

会」が設けられたが、昭和 27年８月にはこの委員会の所掌事務が大蔵省に戻され、新た

に公認会計士試験の実施及び公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議のため「公認

会計士審査会」が設けられた。 

さらに、平成 13 年１月の中央省庁再編に伴い、公認会計士等の監督に関する事務は

金融庁に移り、「公認会計士審査会」は金融庁に置かれることとなった。 

平成 16年４月の改正公認会計士法の施行により、「公認会計士審査会」が改組・拡充

され「公認会計士・監査審査会」が設置され、従前の公認会計士審査会が担っていた①

公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議、②公認会計士試験の実施に係る事務に加

え、新たな業務として、③協会が実施する監査業務の状況調査に対する審査及び検査、

すなわち公認会計士等が行う監査業務の監視を担うこととなった。 
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公認会計士法の一部を改正する法律

国際的な信認の確保

・米国エンロン事件等の一連の会計不祥事

・我が国におけるバブル崩壊後の会計不正

米国企業会計改革法をはじめと
する各国の監査制度改革の進展

監査人の独立性の強化や監視･監督体制
の充実･強化等による我が国監査制度に
対する国際的信認の獲得が不可欠

監査と会計の複雑化・多様化・国際化

・グローバル化を背景とした監査証明業務を
中心とする公認会計士業務の質的量的変化
に対応していくことが不可欠

質を確保しつつ、多様な人材を輩出してい
くための試験制度等の改革が不可欠

我が国資本市場の活性化

公認会計士監査制度の改革は喫緊の課題

○公認会計士の使命・
職責の明確化

・監査及び会計の専門家
として、独立した立場
において、会社等の公
正な事業活動、投資家
及び債権者の保護等を
図り、常に品位を保持
し、知識及び技能の修
得に努め、公正かつ誠
実に業務を行わなけれ
ばならない旨を規定

○公認会計士等の独立性
の強化

・監査証明業務とコンサル
ティング業務等の非監査
証明業務の同時提供の禁
止

・監査法人内部において
同一の公認会計士が一定
期間以上同一企業を担当
することを禁止する交代
制の導入 等

【法律の概要】

○監視･監督体制の充
実･ 強化

・監査証明業務の独立性の
確保のため、監査法人の
内部管理や審査体制につ
いての公認会計士協会に
よる指導や監督（「品質
管理レビュー」）を行政
（公認会計士・監査審査
会）がモニター

○試験制度の見直し

・現行の試験体系の簡素化

３段階５回→１段階２回
＋ 実務補習修了の確認

・一定の能力を持つ実務経
験者、専門的人材育成の
教育課程の修了者等に対
する試験科目の一部免除

○監査法人の社員の責任
の一部限定

○規制緩和等関連規定の見
直し
○監査法人設立の届出制化

投資家にとって魅力ある市場にするため
インフラである公認会計士監査制度の充
実・強化が不可欠

・我が国資本市場の活性化のためには
市場の公正性･透明性の確保による投資家の
信頼の向上が不可欠

（←「証券市場改革促進プログラム」平成14年8月）

・指定社員制度の導入によ
り、監査に関与しない社
員の責任を限定

・監査法人等の業務運営の
適正性の監視のための立
入検査権の導入

4
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公認会計士・監査審査会委員名簿 

 
平成 19 年６月 30 日現在 

 

会長（常勤） 金子 晃 元会計検査院長 

委員（常勤） 脇田 良一 元明治学院大学学長 

委員（非常勤） 市川 育義 監査法人トーマツ代表社員 

委員（同） 引頭 麻実 
大和証券エスエムビーシー（株）事業調査部

長 シニアコーポレートアナリスト 

委員（同） 坂本 道美 慶應義塾大学大学院商学研究科教授 

委員（同） 櫻井 久勝 神戸大学大学院経営学研究科教授 

委員（同） 髙橋 厚男 (財)日本証券経済研究所理事長 

委員（同） 田島 優子 弁護士 

委員（同） 西村 義明 住友電気工業（株）専務取締役 

委員（同） 根本 直子 
スタンダード＆プアーズ 

マネージング・ディレクター 

 

≪参考≫過去の審査会委員 

    奥山章雄（非常勤：H16.4.1～10.31）、辻山栄子（非常勤：H16.4.1～H19.3.31）

中村芳夫(非常勤：H16.4.1～H19.3.31)、平松一夫(非常勤：H16.4.1～H19.3.31)

藤沼亜起(非常勤：H16.11.1～H19.3.31)、吉井毅(非常勤：H16.4.1～H19.3.31) 

（以上敬称略） 
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 公認会計士・監査審査会は、公認会計士・監査審査会令（平成１２年６月７日政令

第２６５号）第２条の規定に基づき、公認会計士・監査審査会運営規程を次のように

定める。 

 

公認会計士・監査審査会運営規程 

 

目次 

 

 第１章 総則 

 第２章 会議 

 第３章 調査審議 

 第４章 試験 

 第５章 審査 

 第６章 検査 

 第７章 勧告 

 第８章 専決 

 第９章 雑則 

 附 則 

 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）の議事の手続その他審

査会の運営に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

２ 試験事務においては、公認会計士になろうとする者に必要な学識等の判定を行う

ため厳正に行い、審査及び検査においては、監査の質の確保と実効性の向上を図る

ことを旨として、客観的・専門的知見から行うものとする。 

 

第２章 会議 

 （開会） 

第２条 会議は、原則として月２回程度開くこととするほか、必要に応じて開くもの

とする。 

２ 会議は、公認会計士・監査審査会会長（以下｢会長｣という。）が招集する。 

３ 会長は、会議の議長となり、会議を運営する。  

 

 （会議への出席） 

第３条 審査会は、事務局の職員を会議に出席させて、事案につき説明させ、又は意

見を述べさせることができる。 
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２ 審査会は、必要があると認めるときは、会議において関係行政機関の職員及びそ

の他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。 

 

（会議の非公開） 

第４条 会議は、これを公開しない。 

   

（議事録） 

第５条 審査会は、会議について、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなけ

ればならない。 

２ 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

 一 開催日時及び場所 

 二 出席者の氏名 

 三 議題 

 四 審議の概要 

 五 議決事項 

 六 その他必要と認める事項 

  

（小委員会） 

第６条 審査会は、必要があると認めるときは、小委員会を設けることができる。 

２ 小委員会に属すべき委員は、会長がこれを指名し、審査会が承認する。 

３ 小委員会に小委員長を置き、小委員会に属する委員のうちから、会長がこれを指

名し、審査会が承認する。 

４ 議事運営その他小委員会に関し必要な事項は、各小委員長が定める。 

 

第３章 調査審議 

 （意見表明） 

第７条 公認会計士法（以下「法」という。）第３２条第５項に基づき、金融庁長官

より意見を求められた場合には、書面をもって意見の表明を行なうものとする。 

 

第４章 試験 

 （試験実施に係る細目） 

第８条 公認会計士試験に関する実施計画等必要な細目は、審査会が別に定めるとこ

ろによる。 

 

第５章 審査 

（審査基本方針及び計画の策定） 

第９条 審査会は、日本公認会計士協会が法第４６条の９の２の規定に基づいて行う

会員の法第２条第１項の業務の状況の調査の結果に関する審査にかかる基本方針
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を策定するものとする。 

２ 審査会は、前項の審査の計画を策定するものとする。 

 

 （審査） 

第１０条 前条第１項の審査にかかる事務について、事務局は、定期的に処理状況を

審査会に報告するものとする。 

２ 前項の事務において重大な事実が把握された場合には、事務局は、速やかにその

旨を審査会に報告しなければならない。 

３ 審査会は、審査結果に基づき、立入検査の要否等、必要な対応を決定するものと

する。 

 

第６章 検査 

 （検査基本方針及び計画の策定） 

第１１条 審査会は、検査にかかる基本方針を策定するものとする。 

２ 審査会は、審査の結果に基づき、検査の必要があると認められる場合には、日本

公認会計士協会、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の事務所その他その業

務に関係のある場所（以下「被検査事務所等」という。）のうち検査の対象範囲、

検査の目的、検査対象事項、検査期間及び主任検査官その他当該検査の実施項目を

定める検査実施計画を策定するものとする。 

 

 （検査の報告） 

第１２条 主任検査官は、立入検査を終了後、必要に応じ検査結果の概要を審査会に

報告するものとする。 

２ 主任検査官は、検査を終了するときは、検査結果を審査会に報告しなければなら

ない。 

３ 主任検査官は、特に重大な事実を把握した場合には、速やかにその旨を審査会に

報告しなければならない。 

 

 （検査結果の通知） 

第１３条 審査会は、検査を終了したときは、検査結果を当該被検査事務所等に通知

するものとする。 

 

第７章 勧告 

 （行政処分等の勧告） 

第１４条 審査会は、行政処分その他の措置について金融庁長官に対して勧告すると

きは、書面をもって行うものとする。 

 

  第８章 専決 
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 （専決） 

第１５条 審査会は、審査会の事務処理のうち、次の各号に掲げる事項について、事

務局長の専決とさせることができる。 

一 公告に関する事項のうち軽微なもの 

二 広報に関する事項（年次報告書の公表を除く。） 

三 公認会計士試験の実施に関する事項のうち軽微なもの 

四 報告徴求に関する事項 

 

第９章 雑則 

 （公表） 

第１６条 審査会は、毎事務年度終了後、当該事務年度における各種措置及び検査実

施件数等の活動状況を公表するものとする。  

  

（情報の収集等） 

第１７条 審査会は、事務処理に必要な各般の情報の収集、整理及び分析を行い、そ

の情報の適切な活用を図るよう努めるものとする。 

２ 審査会は、審査及び検査の各事務を処理した場合において必要があると認めると

きは、その各事務処理の結果が行政運営に適切に反映されるよう、関係行政機関に

所要の連絡を行うものとする。 

  

附 則 

 この規程は、平成１６年４月２０日から実施する。 

 

附 則 

 この規程は、平成１８年１月１日から実施する。 
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回 開催日 主な議題

64 H18.7.11 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)  公認会計士等に対する懲戒処分等に関する事項について

(3)　モニタリング等について

　①監査法人に対する業務改善指示について

　②金融審議会公認会計士制度部会における審議について

　③品質管理レビューの月次報告について

65 H18.7.25 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　政策評価について

(3)　品質管理レビューについての年次報告について

(4)　審査及び検査等について

66 H18.8.8 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　審査会の年次報告について

(3)　審査及び検査等について

(4)　公認会計士試験について

67 H18.9.5 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　審査会の年次報告について

(3)　審査及び検査等について

　①品質管理レビューの月次報告等について

　②審査及び検査等について

68 H18.9.12 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　公認会計士に対する懲戒処分に関する事項について

(3)　審査及び検査等について

69 H18.9.26 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　第５回監査監督機関会議等について

(3)　審査及び検査等について

70 H18.10.17 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　平成19年公認会計士試験の年間実施計画について

(3)　審査及び検査等について

71 H18.10.24 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　審査及び検査等について

72 H18.11.7 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　公認会計士試験について

(3)　審査及び検査等について

73 H18.11.21 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　公認会計士試験について

(3)　審査及び検査等について

公認会計士・監査審査会の開催状況
（平成18年７月１日～平成19年６月30日）
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回 開催日 主な議題

74 H18.11.28 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　公認会計士に対する懲戒処分に関する事項について

(3)　審査及び検査等について

75 H18.12.19 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　公認会計士試験について

(3)　審査及び検査等について

76 H19.1.16 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　審査及び検査等について

77 H19.1.23 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　審査及び検査等について

78 H19.1.30 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　審査及び検査等について

79 H19.2.13 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　審査及び検査等について

80 H19.2.27 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　審査及び検査等について

81 H19.3.13 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　審査及び検査等について

　①中小規模監査事務所の監査の品質管理について

　②審査及び検査等について

82 H19.3.27 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　審査及び検査等について

(3)  第１回監査監督機関国際フォーラムについて

83 H19.4.13 (1)　公認会計士・監査審査会の概要について

(2)　議事録等の取扱いについて

(3)　審査及び検査等について

　　　品質管理レビューの月次報告等について

(4)　公認会計士等に対する懲戒処分に関する事項について

84 H19.4.25 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　公認会計士等に対する懲戒処分に関する事項について

(3)　審査及び検査等について

85 H19.5.11 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　審査及び検査等について

　①品質管理レビューの月次報告等について

　②検査に関する基本方針（案）について

　③審査及び検査等について

86 H19.5.25 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　公認会計士試験について

(3)  審査及び検査等について
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回 開催日 主な議題

87 H19.5.31 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　公認会計士に対する懲戒処分に関する事項について

(3)　審査及び検査等について

88 H19.6.5 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　政策評価の実施計画について

(3)　審査及び検査等について

　①品質管理レビューの月次報告等について

　②審査及び検査等について

89 H19.6.11 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　審査及び検査等について

90 H19.6.19 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　公認会計士試験について

(3)　審査及び検査等について

91 H19.6.27 (1)　議事録等の取扱いについて

(2)　審査及び検査等について

　①審査及び検査等について

　②３大監査法人の検査結果の取りまとめについて

　③審査基本方針等について

　④検査に関する基本指針について
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